
令和 7 年 4 月 23 日

 夕 張 市 農 業 委 員 会

 第 １6 回 総 会 議 事 録

JA夕張市 ２階会議室



１．開催時間 13 時 30 分から 13 時 50 分

２．出席委員（農業委員、農地利用最適化推進委員）
(農業委員) （農地利用最適化推進委員）

出欠 出欠
出 出
出 出
出 出
出 出
出 出
欠
出

合計出席者数 6 名

３．議事録署名委員

４．事務局出席者
事務局長
事務局次長

加藤 竜稀

５．議事

議案第２号  土地の現況証明願について
報告第１号  農地所有適格法人報告書について
報告第２号  農地の賃借料情報の提供について

職名 氏 名 職名 氏 名
会長 板谷 忠弘 推進委員 山崎 雅美

会長代理 ①前田 尚輝 推進委員 新山 稔一
委  員 ②菅原 もと代 推進委員 政氏 登治
委  員 ③清野 治彦 推進委員 百瀬 進
委  員 ④村越 裕一 推進委員 高城 稜
委  員 ⑤豊田 英幸
委  員 ⑥波佐尾 芳和

波佐尾委員 前田委員

山本 健彦
山口 翼

議案第１号  令和６年度最適化活動の点検・評価について



【総会議事録】
局長

会長 （挨拶）

議長

議長

局長

議長

事務員

議長

事務員

夕張市農業委員会第１6回総会の開会に先立ちまして、会長からご挨拶をお願いいたします。

行政行事報告について、事務局より報告をお願いします。

（報告）

只今から、夕張市農業委員会第１６回総会を開催いたします。
本日の出席委員は、６名出席で農業委員会法２７条第３項の規定に基づき、本総会が成立してい
ることを報告いたします。議事録署名委員は６番波佐尾委員、１番前田委員にお願いいたしま
す。

何かございますか、なければ、議案第１号令和６年度最適化活動の点検・評価について上程いた
します。それでは、説明お願いいたします。

２ページをご覧ください。議案第１号、令和６年度最適化活動の点検・評価について農林水産省
経営局長通知の農業委員会による最適化活動の推進等についての一部改正に基づき、令和６年度
最適化活動の点検・評価（案）を作成しましたので、本会の決定を求めるものでございます。３
ページから１３ページまでが最適化活動に係る各農業委員・推進委員さん「個人分」の自己点検
票です。中身については、毎月活動していただいている農地集積や遊休農地の解消・発生防止、
新規参入の促進活動等を取りまとめた活動実績と成果実績です。提出のあった自己点検票を農業
委員会で点検・評価することになっており、活動実績と成果実績を点数化し、評価結果としては
「目標に対して期待どおりの結果が得られた」となっております。次に１４ページをご覧くださ
い。こちらは最適化活動に係る農業委員会「全体分」の点検票です。担い手への農地集積率は目
標９１・２％に対して８８．３％、新規参入の促進は目標・実績ともに４．３ｈａ、活動日数は
目標・実績ともに１０日、活動強化月間は目標・実績ともに３回です。こちらも実績を基に点数
化し、評価結果としては「目標に対して期待どおりの結果が得られた」となっております。毎年
のことですが、点検・評価結果については公表することになっておりますので、取りまとめたも
のをホームページで公表する予定でございます。説明は以上となります。

ただいま、議案第１号令和６年度最適化活動の点検・評価について説明がありましたが、何かご
ざいますか。なければ可決といたします。議案第２号土地の現況証明願について上程します。そ
れでは、説明をお願いいたします。

１５ページをご覧ください。議案第２号、土地の現況証明願について、次の通り申請がありまし
たので本会の決定を求めるものでございます。申請者につきましては、●●●●さんで、申請内
容は地目変更です。土地の所在地は●●●●●●番、登記簿は畑、現況は農地以外となっており
ます。面積につきましては●,●●●㎡となっております。今回の申請にあたって農地法の制限は
なく、農業振興地域の区域内となっております。また、都市計画法は区域外となっております。
４月１５日に担当委員と事務局で現地調査を実施しまして、今後耕作の見込みが無いことを確認
しております。説明は以上となります。



議長

事務局次長

議長

事務員

議長

７番 板谷 忠弘

議事録署名委員 ６番 波佐尾 芳和

１番 前田 尚輝

２９ページをご覧ください。報告第２号、農地の賃借料情報の提供について、農地法第５２条に
基づく農地の賃借料情報を取りまとめたので、次のとおり報告いたします。次のページの別紙を
ご覧ください。夕張市夕張市賃借料情報として令和６年４月から令和７年３月における賃借料水
準をまとめた資料になりますが、市内全域の畑の平均値が１１,３００円、最高額が１５,０００
円、最低額が３,８００円。田については、平均値が１０,５００円、最高額が１３,０００円、最低
額が８,０００円となっております。この賃借料情報は各関係機関より照会があった場合公表され
る情報となりますので、ご承知ください。説明は以上です。

令和７年４月２３日

議長

ただいま、議案第２号土地の現況証明願について説明がありましたが、何かございますか。なけ
れば可決といたします。報告第１号農地所有適格法人報告書について上程します。それでは、説
明をお願いいたします。

１６ページをご覧ください。報告第１号、農地所有適格法人報告書について農地法第６条の第１
項の規定に基づき、提出がありましたので報告するものでございます。報告件数は２件で●●●
●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●でございます。令和６年度の報告内容につきま
しては、別途提出されている決算内容との照合や売上高、農作業への従事など事務局において確
認しておりますが、農地所有適格法人としての要件を満たしていることを申し添え報告とさせて
いただきます。報告は以上です。

ただいま、報告第１号農地所有適格法人報告書について説明がありましたが、何かございます
か。なければ承認といたします。報告第２号農地の賃借料情報の提供について上程します。それ
では、説明をお願いいたします。

ただいま、報告第２号農地の賃借料情報の提供について説明がありましたが、何かございます
か。なければ、この件については承認といたします。全ての審議がおわりましたが、各委員から
何かございますか。なければ、以上をもって総会を閉会いたします。


